
 

 

監査公表第９号 

 

定期監査結果の公表について 

 

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 199 条第４項の規定に基づき監査を実施した

ので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり公表します。 

 

 令和３年３月９日 

 

 

糸魚川市監査委員 吉岡 正史 

糸魚川市監査委員 渡邉 重雄 

 

 

１ 監査の種類 

   定期監査 

 

２ 監査の対象 

   消防本部、環境生活課、福祉事務所、こども教育課、財政課 

（主な調査事項は「監査対象一覧」のとおり） 

 

３ 監査の実施日 

   令和３年２月18日、令和３年２月19日 

 

４ 監査の方法 

令和２年度の市の財務に関する事務の執行について、提出された資料及び提示

のあった関係書類等に基づいて調査するとともに、関係職員の説明を聴取して監

査を実施した。 

 

５ 監査の結果 

監査の結果、おおむね適正に執行されていると認める。なお、監査の際に見受

けられた軽微な事項については、関係所属長に留意又は改善を促した。 

 

 

 

 

 

 



 

監 査 対 象 一 覧 

 

課名（実施日） 主な調査事項 

消防本部 

（２月 18 日） 

・消防費雑入の収入事務 

・常備消防活動費の支出事務 

・火災に強いまちづくり推進事業の支出事務 

・委託料のうち保守点検業務委託の支出事務 

環境生活課 

（２月 18 日） 

・防犯事業の支出事務 

・鳥獣対策事業の支出事務 

・ごみ処理施設管理運営費の支出事務 

・委託料のうち保守点検業務委託の支出事務 

・歳入に係る滞納繰越の収納管理事務 

・令和元年度定期監査結果に対する措置状況 

福祉事務所 

（２月 19 日） 

・社会福祉協議会地域福祉助成事業の支出事務 

・ビーチホールまがたま管理事業（施設維持管理委託料）の

支出事務 

・障害者介護給付事業の支出事務 

・障害者向け住宅改修助成事業の支出事務 

・高齢者福祉総務諸費の支出事務 

・介護保険特別会計の一般管理費事業及び賦課徴収費事業の

支出事務 

こども教育課 

（２月 19 日） 

・小学校・中学校保健事業の支出事務 

・小学校・中学校教育振興事業の支出事務 

・委託料のうち保守点検業務委託の支出事務 

財政課 

（２月 19 日） 

・自動車置場貸付料の収入事務 

・行政改革推進事業の支出事務 

・一般管理費（財政課）の支出事務 

・普通財産管理費の支出事務 

 

 


